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(57)【要約】
【課題】発光ダイオードからなる光源を制御し駆動させ
るＬＥＤ駆動制御装置およびその制御方法を提供する。
【解決手段】本発明に係るＬＥＤ駆動制御装置は、光源
と、開閉検出制御モジュールと、電力供給装置とを含む
。光源は、少なくとも１つの発光ダイオードからなり、
複数種の輝度または複数種の点滅状態を有する。開閉検
出制御モジュールは、光源と接続し、輝度・点滅制御ユ
ニットと発光ダイオード駆動ユニットとを含む。輝度・
点滅制御ユニットは、切換え情報に基づいて発光ダイオ
ードの輝度または点滅状態のうちのいずれかまたはその
組合せを制御することができる。電力供給装置は、光源
および開閉検出制御モジュールに電力を出力し、異なる
切換え情報を開閉検出制御モジュールに供給することが
できる。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つの発光ダイオードを含み、複数種の輝度または複数種の点滅状態を有す
る光源と、
　切換え情報に基づいて前記発光ダイオードの当該輝度または当該点滅状態のうちのいず
れかまたはその組合せを制御する輝度・点滅制御ユニットと、前記光源に含まれる前記発
光ダイオードに対応する駆動電力強度を供給する駆動ユニットとを含み、前記光源と接続
する開閉検出制御モジュールと、
　前記光源および前記開閉検出制御モジュールに電力を出力し、前記切換え情報を前記開
閉検出制御モジュールに供給する電力供給装置と、を含むＬＥＤ駆動制御装置。
【請求項２】
　前記電力供給装置は、使用者が入力する切換え動作に基づいて相応する前記切換え情報
を出力するために、入力に用いる電源開閉器をさらに含むことを特徴とする、請求項１に
記載のＬＥＤ駆動制御装置。
【請求項３】
　前記開閉検出制御モジュールと前記光源との間において、前記電力供給装置から前記駆
動電力強度に対応する駆動電力を出力するための電力転換装置をさらに含み、
　前記電力転換装置は、
　前記駆動電力の電圧値を変換する変圧器と、
　前記駆動電力の電流値を変換する整流器と、
　前記駆動電力の利得値を転換するフィードバック装置と、を含むことを特徴とする、請
求項１に記載のＬＥＤ駆動制御装置。
【請求項４】
　前記電力供給装置は、切換型電力を供給することを特徴とする、請求項１に記載のＬＥ
Ｄ駆動制御装置。
【請求項５】
　前記ＬＥＤ駆動制御装置は、
　前記開閉検出制御モジュールに接続され、前記開閉検出制御モジュールが当該輝度と相
応する仕事率を記憶しておくために前記開閉検出制御モジュールに保持電力を供給する輝
度記憶ユニットと、
　当該輝度と相応する前記仕事率を前記開閉検出制御モジュールに乗せるために前記切換
え情報に基づいて輝度脈波信号を提供する輝度脈波ユニットと、をさらに含むことを特徴
とする、請求項１に記載のＬＥＤ駆動制御装置。
【請求項６】
　前記輝度記憶ユニットは、容量回路、ＲＣ回路、ダイオードスイッチ回路、トランジス
タスイッチ回路のうちのいずれかまたはその組合せであることを特徴とする、請求項５に
記載のＬＥＤ駆動制御装置。
【請求項７】
　輝度制御信号は、少なくとも１つの前記発光ダイオードの輝度と多段階に増加する関係
または多段階に減少する関係を呈する電流制御信号であることを特徴とする、請求項５に
記載のＬＥＤ駆動制御装置。
【請求項８】
　前記開閉検出制御モジュールに接続され、前記開閉検出制御モジュールが当該点滅状態
と相応する点滅状態値を記憶しておくために前記開閉検出制御モジュールに保持電力を供
給する点滅状態記憶ユニットと、
　当該点滅状態と相応する前記点滅状態値を前記開閉検出制御モジュールに乗せるために
前記切換え情報に基づいて点滅状態脈波信号を提供する点滅状態脈波ユニットと、をさら
に含むことを特徴とする、請求項１に記載のＬＥＤ駆動制御装置。
【請求項９】
　前記点滅状態記憶ユニットは、容量回路、ＲＣ回路、ダイオードスイッチ回路、トラン
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ジスタスイッチ回路のうちのいずれかまたはその組合せであることを特徴とする、請求項
８に記載のＬＥＤ駆動制御装置。
【請求項１０】
　点滅制御信号は、少なくとも１つの前記発光ダイオードの点滅状態と正比例関係または
反比例関係を呈するスイッチクロック信号であることを特徴とする、請求項８に記載のＬ
ＥＤ駆動制御装置。
【請求項１１】
　前記輝度制御信号または前記点滅制御信号は、振幅が少なくとも１つの前記発光ダイオ
ードの輝度と多段階に増加する関係または多段階に減少する関係を呈し、周波数が少なく
とも１つの前記発光ダイオードの点滅状態と多段階に増加する関係または多段階に減少す
る関係を呈するパルス幅変調信号であることを特徴とする、請求項１に記載のＬＥＤ駆動
制御装置。
【請求項１２】
　複数種の輝度と複数種の点滅状態を有する光源を提供するステップと、
　必要な電力を前記光源に供給するステップと、
　前記電力の切換え情報に基づいて、前記光源の当該輝度または当該点滅状態のうちのい
ずれか、またはそれらの組み合せを制御するステップと、を含むＬＥＤ駆動制御装置の制
御方法。
【請求項１３】
　使用者が入力する切換え動作に基づいて前記切換え情報を切換え、前記光源の当該輝度
または当該点滅状態のうちのいずれかまたはその組合せを制御するように複数種の切換え
モードのうちのいずれかを選択的に実行するステップをさらに含むことを特徴とする、請
求項１２に記載のＬＥＤ駆動制御装置の制御方法。
【請求項１４】
　輝度制御信号に基づいて前記光源の当該輝度のうちのいずれかまたはその組合せを実行
するステップをさらに含むことを特徴とする、請求項１２に記載のＬＥＤ駆動制御装置の
制御方法。
【請求項１５】
　前記輝度制御信号は、前記光源の当該輝度と多段階に増加する関係または多段階に減少
する関係を呈する電流制御信号であることを特徴とする、請求項１４に記載のＬＥＤ駆動
制御装置の制御方法。
【請求項１６】
　点滅制御信号に基づいて前記光源の当該点滅状態を実行するステップをさらに含むこと
を特徴とする、請求項１２に記載のＬＥＤ駆動制御装置の制御方法。
【請求項１７】
　前記点滅制御信号は、前記光源の前記点滅状態と正比例関係または反比例関係を呈する
スイッチクロック信号であることを特徴とする、請求項１６に記載のＬＥＤ駆動制御装置
の制御方法。
【請求項１８】
　前記輝度制御信号または前記点滅制御信号は、振幅が前記光源の前記輝度と多段階に増
加する関係または多段階に減少する関係を呈し、周波数が前記光源の前記点滅状態と多段
階に増加する関係または多段階に減少する関係を呈するパルス幅変調信号であることを特
徴とする、請求項１２に記載のＬＥＤ駆動制御装置の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＬＥＤ駆動制御装置およびその制御方法に関し、特に、少なくとも１つの発
光ダイオードからなる光源の輝度および点滅状態の少なくとも１つを変更する制御駆動を
行うＬＥＤ駆動制御装置およびその制御方法に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　人間の手によって生まれた初めての光源は、今から約１４０万年間の古代に、木の枝や
枯れ草などを燃やし、闇夜を照らす明かりとして誕生し、燃焼光源時代を築いてきた。や
がて動物油や植物油などを適当な器に入れ、その油を灯芯に浸して点火するオイルランプ
へと様相が変化し、いつの間にか、光源は、灯し火からオイルランプへと変化した。そし
て、オイルランプは、長年にわたって様々な家屋に普及した。それから、１８７９年の１
０月に、エジソンが新たな電気エネルギーを発見したことによって、燃焼光源時代に代わ
る電灯・電球時代が到来した。そして、そのエジソンが発明した水銀電球の登場により、
オイルランプの姿は次第に消え去る。それから、科学と技術の進歩により、発光ダイオー
ド（Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ，ＬＥＤ)ランプが発明された。ＬＥＤ
ランプは、人々の生活に便利さをもたらすと同時に、オイルランプを灯すことで招いた空
気汚染と、水銀電球を使用することによって引き起した重金属汚染とを減少させることが
できる。さらに、ＬＥＤランプは、長寿命でＣＯ２排出量も少ないので、温室効果ガスの
低減と地球環境保全に貢献する。
【０００３】
　発光ダイオードは、特殊なダイオードであり、順方向に電圧を加えた際に、印加電界に
よって引き起こされる電位差により、電子と正孔とは半導体薄膜内に移動し、そして発光
層で電子と正孔とが再結合（ｒｅｃｏｍｂｉｎａｔｉｏｎ）をする。この時に、電子と正
孔の再結合により、一部のエネルギーが放出され、そのエネルギーにより発光層にある発
光分子が励起状態となる。そして、発光分子が励起状態から基底状態に戻る際に、所定の
エネルギーを光として放出する。
【０００４】
　時代が進歩するにつれ、現在では様々な色（波長）を発する発光ダイオードを作り出す
ことができるようになった。開発の初期段階からよく見られるのは、赤外線または赤色光
を発出し、素材がヒ化ガリウム（ＧａＡＳ）やヒ化ガリウムアルミニウム（ＡｌＧａＡＳ
）などの発光ダイオードである。その他に、緑色光を発出できるリン化アルミニウムガリ
ウム（ＡｌＧａＰ）やリン化ガリウム（ＧａＮ）や、青色光を発出できるセレン化亜鉛（
ＺｎＳｅ）や炭化珪素（ＳｉＣ）などの材料から製作された発光ダイオードもある。
【０００５】
　発光ダイオードの発光強度(輝度)は、発光ダイオードに流れる電流量に応じて決定され
ている。その輝度と電流とは、正比例関係を有する。即ち、発光ダイオードに高い電流を
流せば、高輝度の光が得られ、逆に発光ダイオードに低い電流を流せば、輝度が弱くなる
。しかしながら、高輝度の要求に応じるために高い電流が長時間に亘って発光ダイオード
に流されると、発光ダイオードの使用寿命が低下するたげでなく、消費電力の浪費にも繋
がるという問題点が生ずる。
【０００６】
　上記のような問題点を解消する従来技術として、特許文献１に記載の発光ダイオード輝
度制御回路が、開示されている。図１は、特許文献１に記載の発光ダイオード輝度制御回
路のブロック図を示す。発光ダイオード輝度制御回路１００は、液晶表示器内の多群発光
ダイオード１３０の発光輝度を制御するために適用される。発光ダイオード制御回路は、
輝度制御脈波生成ユニット１１０と、複数の発光ダイオード直流電流供給器ユニット１２
１とを含む。輝度制御脈波生成ユニット１１０は、輝度調整信号を受信し、輝度調整信号
に基づいて周波数が同じで位相が異なる多群輝度制御脈波信号を生成する。そして、輝度
制御脈波信号のデューティサイクルは、輝度調整信号に基づいて所定範囲内に変化する。
また、発光ダイオード直流電流供給器は、輝度制御脈波生成ユニット１１０と接続し、輝
度制御脈波信号に基づいて対応する発光ダイオード１３０を駆動させる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】中華民国特許第Ｉ２７７２２５号明細書



(5) JP 2010-283330 A 2010.12.16

10

20

30

40

50

【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、従来技術では以下の解決すべき問題点が存在している。
【０００９】
　　　イ．輝度または点滅状態制御回路を追加しなければならないため、光源の製造コス
トを低く抑えることが困難であるため、室内の照明分野に適用することができなかった。
【００１０】
　　　ロ．本発明に係る開閉検出回路が使用されていないので、使用者のスイッチ操作に
基づいて駆動回路が光源の輝度を自発的に変化するように電源を制御することができない
ため、使用の利便性に関して問題があった。
【００１１】
　本発明の発明者は、そのような従来技術の問題点を一挙に解消させるにはどうすればよ
いかと、長年にわたって研究・実験を続けてきた結果、本発明を完成させることができた
。本発明は、上記のような従来問題点を解消し得るＬＥＤ駆動制御装置を提供することを
目的とするものである。このＬＥＤ駆動制御装置の特別デザインは、使用者の必要に応じ
るように仕事率を調合し、切換えることができる。それにより、発光ダイオードの輝度、
点滅状態のいずれかまたはその組合せを適宜に調整できる。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　請求項１に記載のＬＥＤ駆動制御装置は、光源と、開閉検出制御モジュールと、電力供
給装置とを含む。光源は、少なくとも１つの発光ダイオードからなり、複数種の輝度また
は複数種の点滅状態を有する。開閉検出制御モジュールは、光源と接続し、輝度・点滅制
御ユニットと発光ダイオード駆動ユニットとを含む。輝度・点滅制御ユニットは、切換え
情報に基づいて発光ダイオードの輝度または点滅状態のうちのいずれかまたはその組合せ
を制御することができる。発光ダイオード駆動ユニットは、光源に含まれる発光ダイオー
ドに対応する駆動電力強度を供給することに用いる。電力供給装置は、光源および開閉検
出制御モジュールに電力を出力し、異なる切換え情報を開閉検出制御モジュールに供給す
ることができる。
【００１３】
　請求項２に記載のように、電源開閉器をさらに設けることができる。使用者は、電源開
閉器を使用して、切換え動作を入力する。そして、電力供給装置は、光源内の発光ダイオ
ードを制御できるように使用者が入力した切換え動作に基づいて相応する切換え情報を出
力する。
【００１４】
　請求項３に記載のように、開閉検出制御モジュールと光源との間において、電力供給装
置から出力する駆動電力強度と対応する駆動電力を受け取ることができる電力転換装置を
、さらに設けることができる。ここでの駆動電力は、請求項４に記載のような切換型電力
であってもよい。この電力転換装置は、駆動電力の電圧値を変換する変圧器と、駆動電力
の電流を直流電流に変換する整流器と、駆動電力の利得値を転換するフィードバック装置
とを含んでもよい。
【００１５】
　請求項５に記載のように、本発明に係るＬＥＤ駆動制御装置は、開閉検出制御モジュー
ルと接続され、開閉検出制御モジュールが輝度と相応する仕事率を記憶しておくために開
閉検出制御モジュールに保持電力を供給する輝度記憶ユニットと、輝度と相応する仕事率
を開閉検出制御モジュールに乗せるために切換え情報に基づいて輝度脈波信号を提供する
輝度脈波ユニットとをさらに含んでも良い。また、請求項６に記載のように、上記の輝度
記憶装置は、容量回路、ＲＣ回路、ダイオードスイッチ回路、トランジスタスイッチ回路
のうちのいずれかまたはその組合せであってもよい。さらに、請求項７に記載のように、
輝度制御信号は、発光ダイオードの輝度と多段階に増加する関係または多段階に減少する
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関係を呈する電流制御信号であってもよい。
【００１６】
　請求項８に記載のように、本発明に係るＬＥＤ駆動制御装置は、開閉検出制御モジュー
ルと接続され、開閉検出制御モジュールが点滅状態と相応する点滅状態値が記憶しておく
ために開閉検出制御モジュールに保持電力を供給する点滅状態記憶ユニットと、点滅状態
と相応する点滅状態値を開閉検出制御モジュールに乗せるために切換え情報に基づいて点
滅状態脈波信号を提供する点滅状態脈波ユニットとをさらに含んでもよい。また、請求項
９に記載のように、上記の点滅状態記憶ユニットは、容量回路、ＲＣ回路、ダイオードス
イッチ回路、トランジスタスイッチ回路のうちのいずれかまたはその組合せであってもよ
い。さらに、請求項１０に記載のように、点滅制御信号は、発光ダイオードの点滅状態と
正比例関係または反比例関係を呈するスイッチクロック信号であってもよい。
【００１７】
　なお、上記のように輝度および点滅状態をそれぞれ制御するために用いる輝度制御信号
と点滅制御信号のほかに、請求項１１に記載のように、輝度・点滅制御信号は、振幅が発
光ダイオードの輝度と多段階に増加する関係または多段階に減少する関係を呈し、周波数
が発光ダイオードの点滅状態と多段階に増加する関係または多段階に減少する関係を呈す
るパルス幅変調信号であってもよい。
【００１８】
　請求項１２に記載のように、複数種の輝度または複数種の点滅状態を有する光源を提供
するステップと、必要な電力を光源に供給するステップと、電力の切換え情報に基づいて
、光源の各種の輝度または各種の点滅状態のうちのいずれか、またはそれらの組み合せを
制御するステップと、を含むＬＥＤ駆動制御装置の制御方法を提供することを本発明の別
の目的とする。
【００１９】
　請求項１３と１４に記載のように、上記のＬＥＤ駆動制御装置の制御方法は、使用者が
電源開閉器に入力した切換え動作に基づいて切換え情報を切換え、光源の輝度または点滅
状態のうちのいずれかまたはその組合せを制御するように複数種の切換えモードのうちの
いずれかを使用者の必要に応じるように選択的に実行するステップをさらに含んでもよい
。
【００２０】
　また、請求項１４と請求項１６に記載のように、上記のＬＥＤ駆動制御装置の制御方法
は、使用者が電源開閉器に入力した切換え動作を切換え情報に変換した後、相応する輝度
制御信号に基づいて光源の輝度のうちのいずれかまたはその組合せを実行するステップと
、相応する点滅制御信号に基づいて光源の点滅状態を実行するステップとをそれぞれに含
んでもよい。
【００２１】
　請求項１４と請求項１５に記載のように、上記のＬＥＤ駆動制御装置の制御方法は、輝
度制御信号に基づいて光源の輝度のうちのいずれかまたはその組合せを実行するステップ
をさらに含んでもよい。使用される輝度制御信号は前記光源の輝度と多段階に増加する関
係または多段階に減少する関係を呈する電流制御信号であってもよい。
【００２２】
　請求項１６と請求項１７に記載のように、上記のＬＥＤ駆動制御装置の制御方法は、点
滅制御信号に基づいて光源の点滅状態を実行するステップをさらに含んでもよい。使用さ
れる点滅制御信号は光源の点滅状態と正比例関係または反比例関係を呈するスイッチクロ
ック信号であってもよい。
【００２３】
　請求項１８に記載のように、上記のＬＥＤ駆動制御装置の制御方法に使用される輝度・
点滅制御信号は振幅が光源の輝度と多段階に増加する関係または多段階に減少する関係を
呈し、周波数が光源の点滅状態と多段階に増加する関係または多段階に減少する関係を呈
するパルス幅変調信号であってもよい。
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【発明の効果】
【００２４】
　上記各請求項に記載の本発明に係る開閉検出制御モジュールと、電力供給装置と、電源
開閉器とを含むＬＥＤ駆動制御装置およびその制御方法は、１つまたは複数の以下の長所
を有する。
【００２５】
　　　イ．本発明に係るＬＥＤ駆動制御装置およびその制御方法によれば、複数種類の切
換えモードにより輝度または点滅状態を適宜に調整でき、電力を有効に利用し、必要な仕
事率と消費電力を低減することができる。
【００２６】
　　　ロ．本発明に係るＬＥＤ駆動制御装置およびその制御方法によれば、半導体製造工
程に利用して従来の発光ダイオードに用いる駆動集積回路に作り込んで統合すれば、輝度
または点滅状態を制御することができることから、部品数を有効に削減でき、コストも縮
減できる。
【００２７】
　　　ハ．本発明に係るＬＥＤ駆動制御装置およびその制御方法によれば、使用される輝
度記憶ユニットまたは点滅状態記憶ユニットには僅か２～５秒の記憶電力が必要とされる
ため、消費電力を従来比で大幅に削減でき、環境負荷も低減できる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】従来の発光ダイオードの輝度の制御回路のブロック図である。
【図２】本発明のＬＥＤ駆動制御装置を示すブロック図である。
【図３】本発明の第１実施形態でのＬＥＤ駆動制御装置を示すブロック図である。
【図４】本発明の第１実施形態での輝度・点滅制御ユニットを示すブロック図である。
【図５】本発明の第２実施形態でのＬＥＤ駆動制御装置を示すブロック図である。
【図６】本発明の第３実施形態でのＬＥＤ駆動制御装置を示すブロック図である。
【図７】本発明のＬＥＤ駆動制御装置を制御する制御方法の一例を示すフローチャートで
ある。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づき詳細に説明する。本発明のＬＥＤ駆動制御装
置およびその制御方法による実施形態、目的、望ましい特徴、および利点は、添付の図面
を参照して行う以下の説明から、より明確に理解できるであろう。なお、図面の説明にお
いて同一部分には同じ符号を付し、重複する説明は省略する。
【００３０】
　図２は、本発明のＬＥＤ駆動制御装置を示すブロック図である。図２を参照して、ＬＥ
Ｄ駆動制御装置２００は、光源２１０と、電力供給装置２２０と、開閉検出制御モジュー
ル２３０と、電源開閉器２４０とを含む。光源２１０は、少なくとも１つまたは複数の発
光ダイオードから構成され、この光源２１０は、複数種の切換えモードと相互に対応する
複数種の輝度または複数種の点滅状態を有する。開閉検出制御モジュール２３０は、上記
の光源２１０と接続し、輝度・点滅制御ユニット２３２と発光ダイオード駆動ユニット２
３４とを含む。輝度・点滅制御ユニット２３２は、切換え情報に基づいて、光源２１０の
輝度または点滅状態のうちのいずれかまたはその組合せを制御するために、輝度・点滅制
御信号を生成する。ここでの切換え情報とは、電源開閉器の切換え数または開閉間隔の長
さなどが挙げられる。輝度・点滅制御ユニット２３２は、開閉検出制御モジュール２３０
内に予め設定した上記切換え情報と対応する出力信号のレベルまたは出力信号の間隔長さ
などにより、対応する輝度・点滅制御信号を生成させる。
【００３１】
　発光ダイオード駆動ユニット２３４は、光源２１０に含まれる発光ダイオードに対応す
る駆動電力強度を供給することに用いられる。電力供給装置２２０は、光源２１０および
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開閉検出制御モジュール２３０またはそのほかの回路全体に切換型電力を出力でき、異な
る切換え情報を開閉検出制御モジュール２３０に供給することもできる。そして、使用者
が電源開閉器２４０を使用して入力した切換え動作により、電力供給装置２２０は、光源
２１０内の発光ダイオードを制御するように使用者が入力した切換え動作に相応する切換
え情報を出力する。
【実施形態１】
【００３２】
　図３は、本発明の第１実施形態に係るＬＥＤ駆動制御装置３００を示すブロック図であ
る。なお、図２と同一部分には同じ符号を付し、説明便宜の上、ここでは相違点について
説明する。図３を参照して、本実施形態によれば、開閉検出制御モジュール２３０と光源
２１０との間において、電力供給装置２２０から出力する駆動電力強度と対応する切換型
電力である駆動電力を受け取ることができる電力転換装置３１０を、さらに設置すること
ができる。この電力転換装置３１０は、駆動電力の電圧値を変換する変圧器３１２と、駆
動電力の電流を直流電流に変換する整流器３１４と、駆動電力の利得値を転換するフィー
ドバック装置３１６とを含んでもよい。また、フィードバック装置３１６は、抵抗や光カ
プラーなどより実現できる電流検出フィードバック装置である。その他の実施形態におい
ては、電力転換装置３１０を省略することもでき、発光ダイオード駆動ユニット２３４の
みで、光源２１０を直接に駆動することができる。
【００３３】
　図４は、本発明の第１実施形態に係る輝度・点滅制御ユニット２３２を示すブロック図
である。図４を参照して、輝度・点滅制御ユニット２３２は、電源供給部４１０と、クロ
ック整波器４２０と、輝度・点滅制御部４３０と、信号出力部４４０とを含む。電源供給
部４１０は、電力供給装置から電力を受け取った後、内部で自発的に整流し、また、前回
に光源２１０が表示した輝度または点滅状態を記憶するための一時電力を提供する。クロ
ック整波器４２０は、クロック信号に対して、波形の調整、振動の削除、レベルの調節ま
たは遅延の付与などの機能を実行することができる。輝度・点滅制御部４３０は、適当な
輝度状態または適当な点滅状態を選択または生成するために用いられる。信号出力部４４
０は輝度・点滅制御部４３０から出力された輝度状態または点滅状態を転換し、輝度・点
滅制御信号として生成して出力する。
【実施形態２】
【００３４】
　図５は、本発明の第２実施形態に係るＬＥＤ駆動制御装置５００を示すブロック図であ
る。なお、図３と同一部分には同じ符号を付し、説明便宜の上、ここでは相違点について
説明する。図５を参照して、本実施形態によれば、図４に示すような構造を使用して輝度
・点滅制御信号を生成するほかに、本発明に係る開閉検出制御モジュール２３０の外側に
、輝度記憶ユニット５１０と、輝度脈波ユニット５２０とを接続してもよい。輝度記憶ユ
ニット５１０は、開閉検出制御モジュール２３０に接続され、開閉検出制御モジュール２
３０が輝度と相応する仕事率を記憶しておくために開閉検出制御モジュール２３０に保持
電力を供給する。具体的には、前回に光源内の発光ダイオードが表示した輝度の仕事率を
記憶することができる。輝度脈波ユニット５２０は、輝度と適宜に相応する仕事率を開閉
検出制御モジュール２３０に乗せるために、切換え情報に基づいて輝度脈波信号を開閉検
出制御モジュール２３０に提供する。そして、開閉検出制御モジュール２３０は、その相
応する仕事率を乗せられて、輝度制御信号を出力し、光源２１０内の発光ダイオードの輝
度を制御することができる。ここでの輝度制御信号としては、前回に表示した輝度の仕事
率と異なるまたは同一のいずれも可能である。具体的には、次回のクロック信号の入力ま
での間隔が２秒に満たない場合には、輝度制御信号は、次の輝度段階に切換える。また、
次回のクロック信号の入力までの間隔が２秒を超える場合には、輝度制御信号は、初期値
に戻る。なお、他の実施形態においては、その限りではない。ここでの次の輝度段階につ
いて具体的に説明すると、輝度の状態は、真暗、非常に暗い、普通、明るい、非常に明る
いなどを含む。そして、前回に表示した輝度の状態が「普通」である場合、次の輝度段階
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は、「明るい」となる。但し、他の実施形態においては、その限りではなく、次の輝度段
階は、「非常に暗い」になってもよい。
【００３５】
　さらに、具体的に上記の各実施形態を実施するに際して、上記の輝度記憶ユニット５１
０は、容量回路、ＲＣ回路、ダイオードスイッチ回路、トランジスタスイッチ回路のうち
のいずれかまたはその組合せであってもよい。但し、その限りではない。また、輝度制御
信号は、発光ダイオードの輝度と多段階に増加する関係または多段階に減少する関係を呈
する電流制御信号であってもよいが、異なる電路回路により、輝度制御信号は、発光ダイ
オードの輝度とその他の関係を呈するように設計されてもよい。
【実施形態３】
【００３６】
　図６は、本発明の第３実施形態に係るＬＥＤ駆動制御装置６００を示すブロック図であ
る。なお、図３と同一部分には同じ符号を付し、説明便宜の上、ここでは相違点について
説明する。図６を参照して、本実施形態によれば、本発明に係る開閉検出制御モジュール
２３０の外側に、点滅状態記憶ユニット６１０と、点滅状態脈波ユニット６２０とを接続
してもよい。点滅状態記憶ユニット６１０は、開閉検出制御モジュール２３０と接続され
、開閉検出制御モジュール２３０が点滅状態と相応する点滅状態値を記憶しておくために
開閉検出制御モジュール２３０に保持電力を供給する。例えば、前回に光源２１０内の発
光ダイオードが表示した点滅状態の点滅状態値を記憶することができる。点滅状態脈波ユ
ニット６２０は、点滅状態に相応する点滅状態値を開閉検出制御モジュール２３０に乗せ
るために、切換え情報に基づいて点滅状態脈波信号を開閉検出制御モジュール２３０に提
供する。そして、開閉検出制御モジュール２３０は、その相応する点滅状態値を乗せられ
て、点滅制御信号を出力し、光源２１０内の発光ダイオードの点滅状態を制御することが
できる。ここでの点滅制御信号としては、前回に表示した点滅状態の点滅状態値と異なる
または同一のいずれも可能である。具体的には、次回のクロック信号の入力までの間隔が
２秒に満たない場合には、点滅制御信号は、次の点滅段階に切換える。また、次回のクロ
ック信号の入力までの間隔が２秒を超える場合には、点滅制御信号は初期値に戻る。なお
、他の実施形態においては、その限りでない。ここでの次の点滅段階を具体的に説明する
と、２つの容量を並列接続した回路を使用して点滅状態記憶ユニット６１０を実施する場
合、点滅状態は、電位の高さによりＬＬ（００）、ＬＨ（０１）、ＨＬ（１０)およびＨ
Ｈ（１１）を含む。この際、前回に表示した点滅状態がＬＨ（０１）である場合、次の点
滅段階はＨＬ（１０）の点滅状態に進んでもよいが、その限りでない。例えば、次の点滅
段階はＨＨ（１１）の点滅状態に進んでもよい。また、もう１つの容量を並列接続し、点
滅状態をＬＬＬ（０００)、ＬＬＨ（００１）、ＬＨＬ（０１０）、ＬＨＨ（０１１）、
ＨＬＬ（１００）、ＨＬＨ（１０１）、ＨＨＬ（１１０）およびＨＨＨ（１１１）などの
８種類の点滅状態を設計してもよい。
【００３７】
　さらに具体的に上記の各実施形態を実施するに際して、上記の点滅状態記憶ユニット６
１０は、容量回路、ＲＣ回路、ダイオードスイッチ回路、トランジスタスイッチ回路のう
ちのいずれかまたはその組合せであってもよい。但し、その限りではない。点滅制御信号
は、発光ダイオードの点滅状態と正比例関係または反比例関係を呈するスイッチクロック
信号であってもよい。また、異なる電路回路により、点滅制御信号は、発光ダイオードの
点滅状態とはその他の関係をを呈するように設計されてもよい。
【００３８】
　また、電流制御信号を輝度制御信号とし、スイッチクロック信号を点滅制御信号とする
ほかに、振幅が発光ダイオードの輝度と多段階に増加する関係または多段階に減少する関
係を呈し、周波数が発光ダイオードの点滅状態と多段階に増加する関係または多段階に減
少する関係を呈するパルス幅変調信号を使用し、輝度・点滅制御信号とすることが好まし
い。
【００３９】
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　図７は、本発明のＬＥＤ駆動制御装置を制御する制御方法の一例を示すフローチャート
である。図７を参照して、本発明に係るＬＥＤ駆動制御装置の制御方法は以下のＳ７１０
～Ｓ７３０ステップを含む。
Ｓ７１０：複数種の輝度または複数種の点滅状態を有する光源２１０を提供するステップ
。
Ｓ７２０：必要な電力を光源２１０に供給するステップ。
Ｓ７３０：電力の切換え情報に基づいて、光源２１０の各種の輝度または各種の点滅状態
のうちのいずれか、またはそれらの組み合せを制御するステップ。
【００４０】
　上記のＬＥＤ駆動制御装置の制御方法は、使用者が電源開閉器２４０に入力した切換え
動作に基づいて切換え情報を切換え、光源の輝度または点滅状態のうちのいずれかまたは
その組合せを制御するように複数種の切換えモードのうちのいずれかを使用者の必要に応
じるように選択的に実行するステップをさらに含んでもよい。
【００４１】
　上記のＬＥＤ駆動制御装置の制御方法は、輝度制御信号に基づいて光源の輝度のうちの
いずれかまたはその組合せを実行するステップをさらに含んでもよい。使用される輝度制
御信号は、前記光源の輝度と多段階に増加する関係または多段階に減少する関係を呈する
電流制御信号であってもよい。
【００４２】
　上記のＬＥＤ駆動制御装置の制御方法は、点滅制御信号に基づいて光源の点滅状態を実
行するステップをさらに含んでもよい。使用される点滅制御信号は、光源の点滅状態と正
比例関係または反比例関係を呈するスイッチクロック信号であってもよい。
【００４３】
　上記のＬＥＤ駆動制御装置の制御方法に使用される輝度・点滅制御信号は、振幅が光源
の輝度と多段階に増加する関係または多段階に減少する関係を呈し、周波数が光源の点滅
状態と多段階に増加する関係または多段階に減少する関係を呈するパルス幅変調信号であ
ることが好適である。
【００４４】
　以上、図面を参照して本発明の実施の形態を説明したが、本発明は、図示した実施の形
態のものに限定されない。図示した実施の形態に対して、本発明と同一の範囲内において
、あるいは均等の範囲内において、種々の修正や変形を加えることが可能である。
【符号の説明】
【００４５】
１００：輝度制御回路
１１０：輝度制御脈波生成ユニット
１２１：発光ダイオード直流電流供給器ユニット
１３０：発光ダイオード
２００、３００、５００、６００：ＬＥＤ駆動制御装置
２１０：光源
２２０：電力供給装置
２３０：開閉検出制御モジュール
２３２：輝度・点滅制御ユニット
２３４：発光ダイオード駆動ユニット
２４０：電源開閉器
３１０：電力転換装置
３１２：変圧器
３１４：整流器
３１６：フィードバック装置
４１０：電源供給部
４２０：クロック整波器
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４３０：輝度・点滅制御部
４４０：信号出力部
５１０：輝度記憶ユニット
５２０：輝度脈波ユニット
６１０：点滅状態記憶ユニット
６２０：点滅状態脈波ユニット
Ｓ７１０、Ｓ７２０、Ｓ７３０：各ステップ
 

【図１】

【図２】

【図３】
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